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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所属ロビンソン式Ｒ２２Ｂｅｔａ型ＪＡ７８３７（回転翼航空機）は、平成５ 

年９月１２日、レジャー飛行のため静岡県湖西市鷲津の場外離着陸場を離陸する際、 

１３時３０分ごろ同場外離着陸場で横転した。

同機には機長ほか１名が搭乗していたが、死傷者はなかった。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　調査組織

航空事故調査委員会は、平成５年９月１３日、本事故の調査を担当する主管調査 

官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成５年９月１３日 現場調査



1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７８３７は、平成５年９月１２日、レジャーのため静岡県湖西市の場外離着陸 

場を離陸して浜名湖上空を飛行する予定であった。

同機は格納庫前において機長が飛行前点検を実施し、異常のないことが確認された 

後、機長が右席、同乗者が左席に搭乗した。

その後、事故に至るまでの経過については、機長によれば次のとおりであった。

吹き流しで風を確認したところ、南東の風であったが殆ど無風に近かった。１３ 

時１８分ごろエンジンを始動し、計器類の状態を確認しながら約５分間の試運転 

を実施した。その後、ヘリパッドにホバリング移動して機首を南東に向け一旦着 

地した。久しぶりの飛行であったので、操縦感覚を取り戻そうと思い、ヘリパッ 

ド上で左３６０度のホバリング旋回を１回実施した。つぎにヘリパッドと畑の間 

にある空き地に着地しようと機首を東に向けゆっくりと前進した。空き地の上に 

達して着地しようとした時、機体が僅かに後方へ流れた。危険を感じたのでコレ 

クティブ・ピッチ・レバーを操作して上昇しようとしたが上昇せず、さらにピッ 

チを上げたところ、機体が急激に右に傾き横転した。直ちにエンジンを切り、安 

全を確認して同乗者とともに左側のドアから脱出した。

事故発生地点は、湖西市鷲津字平松新田２５２７－４の場外離着陸場で、事故発生 

時刻は１３時３０分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷者はなかった。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

胴体 破損

テール・ブーム 破損



メイン・ロータ 破損

テール・ロータ 破損

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ４５歳

自家用操縦士技能証明書（回転翼航空機） 第１５９９７号

限定事項 陸上単発ピストン機 平成２年１１月１５日

陸上単発タービン機 平成３年２月２８日

第二種航空身体検査証明書 第２６３２００８５号

有効期限 平成５年１２月４日

総飛行時間 ３５４時間２４分

同型式機飛行時間 ２７９時間２０分

最近30日間の飛行時間 １５時間４８分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ロビンソン式Ｒ２２Ｂｅｔａ型

製造番号 第１６５７号

製造年月日 平成３年１月１７日

耐空証明書 第大－５－２８５号

有効期限 平成６年７月２６日

総飛行時間 ６４５時間０６分

２５時間点検（平成5年9月2日実施）後の飛行時間 ７時間１８分

2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は約１，２８４ｌｂ、重心位置は前後方向９８．８ｉｎ、左 

右方向左０．８ｉｎと推算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量１，３７０ｌｂ、 

事故当時の重量に対応する重心範囲、前後方向９５．５～１０１．０ｉｎ、左右方向 

左２．０～右２．３ｉｎ）内にあったものと推定される。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はエアロシェルＷ８０（ＭＩＬ―



２２８５１）で、いずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

事故現場の南約１ｋｍに位置する湖西市湖西消防署の事故関連時間帯の気象観測値 

は、次のとおりであった。

13時00分 風向 南々東、風速 ３．９ｍ／ｓ、気温 ２５．３℃、湿度 ７３％、 

降水量なし

14時00分 風向 南々東、風速 ３．６ｍ／ｓ、気温 ２５．４℃、湿度 ７７％、 

降水量なし

２．８　事実を認定するための試験及び研究

2.8.1　現場調査

機体は、場外離着陸場内のヘリパッド上で機首を東に向けて右に横転していた。

ヘリパッドは、約１０ｃｍの盛り土の上に鉄板２４枚が敷き詰められていたが、 

そのうちの１枚が僅かにずれており、直下の土が抉れていた。また、右スキッドの 

後端部上面には、スキッドが鉄板の下にもぐりこんでできた擦り傷及び土の付着が 

認められた。

ヘリパッドを構成している鉄板一枚の寸法は長さ３０５ｃｍ、幅１２２ｃｍ、厚 

さ１ｃｍであった。また、鉄板一枚の重量は鉄の比重が７．８７であることから、 

約２９０ｋｇと推定される。

（付図１及び写真１、２参照）

2.8.2　事故現場での機体調査

機体及びエンジンには、事故時の衝撃による破損を除いて異常は認められず、ま 

た、操縦系統にも異常は認められなかった。

2.8.3　モーメントの推定

上昇しようとする機体が受ける外力を次のとおり推定した。同機の図面から、重 

心位置と右スキッド後端部との距離は左右方向約１ｍ、前後方向約０．９ｍと推 

算されること、また２９０ｋｇの鉄板の一端が接触しているとき、鉄板重量の約２ 

分の１に相当する荷重を受けると考えられることから、機体は下向き荷重約１５０ 

ｋｇｆと約１５０ｋｇｆ・ｍの右倒しの横揺れモーメント及び約１４０ｋｇｆ・ｍ 

の頭上げの縦揺れモーメントの外力を受ける。



３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。

3.1.2　同機は有効な耐空証明を有しており、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3　調査の結果から、同機は事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.1.4　当時の気象は、本事故に関連がなかったものと推定される。

3.1.5　機長の口述及び現場調査から、同機はヘリパッドに隣接した空き地に着地し 

ようとして、接地直前に後進したため右スキッドの後端部がヘリパッド縁端の鉄板 

の下にもぐりこんで拘束されたものと認められる。

右スキッドがヘリパッドの鉄板に拘束されたことに気づかなかった機長は、上昇 

しようとしてコレクティブ・ピッチ・レバーを操作したが、機体が上昇しなかった 

ため、さらにピッチを上げている。このとき、もぐりこんだ右スキッド後端部上面 

には鉄板の縁が接触していたことから、上昇しようとした同機は2.8.3項で述べたと 

おり大きな外力を受けることになった。このことは同機の重心位置が一瞬のうちに 

右後方に大きく移動して許容範囲を超えたことと等価で、その結果機体が横転した 

ものと認められる。

４　原因

本事故は、同機の右スキッドがヘリパッドの鉄板に拘束されたことに気づかなかっ 

た機長が、上昇しようとしてコレクティブ・ピッチ・レバーを操作したため横転した 

ことによるものと認められる。



付図１　事故現場見取図



付図２　ロビンソン式Ｒ２２Ｂｅｔａ型

三面図



写真１　事故機

写真２　スキッド及びヘリパッドの状況


